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指定袋に入っていない
燃やすごみの回収を
終了します

　昨年から、リサイクルできる古紙およ
び草・剪定枝を「燃やすごみ」として出
す場合は、指定専用袋に入れていただく
ようお願いしてきました。市民の皆さん
のご理解によって、袋に入っていない古
紙や剪定枝が出されることが減少して
おり、袋利用に共感するご意見も多いこ
とから、3 月末をもって指定袋に入って
いない古紙や剪定枝の回収を終了しま
す。
指定専用袋に入れることで・・・
▶「地域で実施される資源回収」か「燃

やすごみ」かが明確になり、誤って
地域で実施される資源回収が燃やす
ごみとして回収されることを防ぎま
す。

▶枝木などが袋に入る大きさに統一さ
れることで、収集車や焼却炉などの設
備の故障を防ぎます。

※平成 28 年 7 月から新たに 40L タイ
プの指定袋を追加し、従来より大きい
ものが入るようになりました。

問い合わせ先　 清掃センター☎ 22-
2734、FAX24-7787

子
ど
も
医
療
費
助
成
の

通
院
（
外
来
）
対
象
年
齢
を

拡
大
し
ま
し
た

　

通
院(

外
来)
医
療
費
助
成
の

対
象
年
齢
は
、
こ
れ
ま
で
小
学
校

就
学
前
ま
で
で
し
た
が
、
４
月
診

療
分
よ
り
小
学
３
年
生
（
９
歳
に

達
し
た
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
）

ま
で
に
拡
大
し
ま
し
た
。

　

こ
の
助
成
を
受
け
る
た
め
に
は
、

福
祉
医
療
費
受
給
券
（
子
ど
も
医

療
）
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
必

要
で
す
。
交
付
申
請
書
を
提
出
し

た
人
に
は
、
4
月
1
日
㈰
よ
り
有

効
の
福
祉
医
療
費
受
給
券
（
子
ど

も
医
療
）
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

ま
だ
交
付
申
請
書
を
提
出
し
て
い

な
い
人
は
、
申
請
を
お
願
い
し
ま

す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く

「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」
と

「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
差

額
通
知
」
を
送
付
し
ま
す

医
療
費
の
お
知
ら
せ

　

国
民
健
康
保
険
お
よ
び
後
期
高

齢
者
医
療
の
加
入
者
に
、「
医
療

費
の
お
知
ら
せ
」
を
送
付
し
て
い

ま
す
。
皆
さ
ん
が
負
担
し
て
い
る

保
険
料
な
ど
を
、
医
療
費
と
し
て

有
効
に
活
用
す
る
た
め
に
、
適
切

な
受
診
を
心
が
け
て
い
た
だ
く
よ

う
、
今
年
度
も
引
き
続
き
実
施
し

ま
す
。

　

こ
の
通
知
は
、
同
じ
月
に
医
療

機
関
で
受
診
し
た
人
の
医
療
費
を
、

国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
に
は
世

帯
ご
と
に
年
６
回
、
後
期
高
齢
者

医
療
の
加
入
者
に
は
加
入
者
ご
と

に
年
３
回
、
お
知
ら
せ
し
て
い
る

も
の
で
す
。

※
「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」
は
、

医
療
費
控
除
の
申
告
手
続
き
で

医
療
費
の
明
細
書
と
し
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、

大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
の
加
入
者
へ

お
届
け
す
る
月
を
、
次
の
と
お
り

変
更
し
ま
す
。

１
回
目　

８
月
→
９
月

２
回
目　

11
月
→
翌
年
２
月

３
回
目　

翌
年
３
月
（
変
更
な
し
）

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
差
額
通
知

　

加
入
者
の
う
ち
、
調
剤
薬
局
か

ら
薬
を
処
方
さ
れ
て
い
る
人
で
、

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切
り
替

え
た
場
合
、
自
己
負
担
額
が
軽
減

で
き
る
可
能
性
が
あ
る
人
を
対
象

に
、「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
差

額
通
知
」
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
通
知
は
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

医
薬
品
に
切
り
替
え
た
場
合
に
軽

減
で
き
る
金
額
の
目
安
を
記
載
し

た
も
の
で
、
国
民
健
康
保
険
の
加

入
者
に
は
加
入
者
ご
と
に
年
４
回
、

後
期
高
齢
者
医
療
の
加
入
者
に
は

加
入
者
ご
と
に
年
２
回
お
知
ら
せ

し
て
い
る
も
の
で
す
。

　

そ
の
他
の
医
療
保
険
に
加
入
し

て
い
る
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ご
加
入

の
医
療
保
険
者
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

保
険
年
金
課

☎
30-

６
１
１
２
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

22-

１
３
９
８
番
、
滋
賀
県
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
☎

０
７
７-

５
２
２-

３
０
１
３

番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
０
７
７-

５
２
２-

３
０
２
３
番

２
０
１
８
・
２
０
１
９
年
度

の
後
期
高
齢
者
医
療
の
保

険
料

　

高
齢
者
を
取
り
巻
く
環
境
が
厳

し
さ
を
増
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮

し
、
保
険
料
負
担
の
急
増
を
緩
和

す
る
と
と
も
に
、
経
済
の
動
向
な

ど
を
踏
ま
え
、
４
月
１
日
㈰
か
ら

現行

7割

2割

5割

軽減なし

4月から

健康保険などの
被扶養者だった人の
均等割

保険料の軽減割合

所得が低い人（※）
の所得割

変更になる保険料

※総所得金額等から基礎控除の33万円を差し
　引いた金額が58万円以下の人

４月からの保険料率
保険料率

現行
（2016、2017年度）

被保険者均等割額

改定後
（2018、2019年度）

所得割率（※）

年間保険料の上限額

45,242円

8.94％

57万円

43,727円

8.26％

62万円

※「所得割額」の計算方法：総所得金額等から基礎控除の33万円を差し引いた
　金額×上記の割合

区分

だ
さ
い
。

※
4
月
1
日
㈰
以
降
に
滋
賀
県
内

の
医
療
機
関
を
受
診
す
る
際
は
、

健
康
保
険
証
と
福
祉
医
療
費
受

給
券
（
子
ど
も
医
療
）
を
一
緒
に

提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
県
外
の

医
療
機
関
を
受
診
す
る
場
合
は
、

一
旦
健
康
保
険
の
自
己
負
担
分

の
支
払
い
が
発
生
し
ま
す
が
、

保
険
年
金
課
で
払
い
戻
し
の

申
請
を
す
れ
ば
、
自
己
負
担
分

の
医
療
費
を
お
返
し
で
き
ま
す
。

※
小
学
４
年
生
か
ら
中
学
３
年
生

ま
で
の
入
院
費
の
助
成
は
、
こ

れ
ま
で
ど
お
り
福
祉
医
療
費
受

給
券
の
交
付
は
な
い
た
め
、
医

療
機
関
で
医
療
費
を
支
払
っ
た

後
、

保
険
年
金
課
で
払
い
戻

し
の
申
請
が
必
要
で
す
。

【
払
い
戻
し
の
申
請
に
必
要
な
も

の
】
領
収
書
（
保
険
点
数
な
ど
が

４
月
か
ら
市
立
病
院
の

組
織
が
一
部
変
わ
り
ま
す

▼
入
退
院
支
援
室
の
新
設

　

患
者
さ
ん
の
入
院
時
か
ら
退
院

後
の
在
宅
や
施
設
で
の
療
養
が
よ

り
ス
ム
ー
ズ
に
行
え
る
よ
う
、
退

院
を
見
据
え
た
支
援
を
行
う
た

め
、
地
域
連
携
セ
ン
タ
ー
内
に
入

退
院
支
援
室
を
新
設
し
ま
す
（
左

図
の
と
お
り
）。

▼
診
療
科
の
再
編

　

診
療
科
名
を
具
体
的
に
表
し
、

患
者
さ
ん
が
よ
り
適
切
に
専
門
的

な
医
療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
循

環
器
科
を
循
環
器
内
科
に
名
称
変

更
す
る
と
と
も
に
、
呼
吸
器
科
を

呼
吸
器
内
科
と
呼
吸
器
外
科
に
分

け
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

市
立
病
院
職

員
課
☎
22-

６
０
５
０
番
（
内

線
３
５
０
２
番
）、
Ｆ
Ａ
Ｘ
26-

０
７
５
４
番

産
婦
人
科
の
木
曜
日
診
療
が

完
全
予
約
制
に
な
り
ま
す

　

４
月
か
ら
産
婦
人
科
の
外
来
診

療
は
、
木
曜
日
を
完
全
予
約
制
と

し
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
、
こ
れ
ま

で
完
全
予
約
制
と
し
て
い
た
水
曜

日
の
外
来
診
療
は
、
通
常
診
療
と

な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

市
立
病
院
産

婦
人
科
外
来
受
付
（
６
ブ
ロ
ッ

ク
）
☎
22-

６
０
５
０
番
（
内

線
２
６
０
２
番
）

地域連携センター

患者家族支援室

地域医療連携室

在宅医療支援室

(新設)入退院支援室

訪問看護ステーション

（療養相談・退院調整）

（他院からの紹介・調整）

（在宅での医療的サービス）

（入退院支援）

（在宅での看護的サービス）

保
険
料
率
を
左
表
の
と
お
り
改
定

し
ま
す
。

※
保
険
料
が
軽
減
さ
れ
る
場
合
に
下

表
の
と
お
り
変
更
点
が
あ
り
ま
す
。

所
得
が
低
い
人
の
保
険
料
の
均
等

割
額
（
被
保
険
者
全
員
が
等
し
く
負

担
す
る
保
険
料
）
の
軽
減
の
範
囲
を

拡
大
し
ま
す

　

世
帯
主
と
被
保
険
者
全
員
の
所

得
が
一
定
以
下
の
人
は
、
均
等
割

額
が
「
９
割
」「
８
・
５
割
」「
５

割
」「
２
割
」
の
い
ず
れ
か
の
場

合
で
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

保
険
料
額
の
通
知
は
、
７
月
中

旬
に
対
象
者
へ
送
付
し
ま
す
。

　

詳
細
は
滋
賀
県
後
期
高
齢
者
医

療
広
域
連
合
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w

w
.shigakouiki.jp/index.

htm
l

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

申
請
・
問
い
合
わ
せ
先　

保
険

料
課
☎
30-

６
１
４
５
番
、
Ｆ

Ａ
Ｘ
22-

１
３
９
８
番
、
滋

賀
県
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
☎
０
７
７-

５
２
２-

３
０
１
３
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
０
７
７

-

５
２
２-

３
０
２
３
番

副市長に
山田  静

し ず

男
お

さん

　

　任期は、2018 年４月
１日から 2022 年３月
31 日までの４年間です。

わ
か
る
も
の
）、
印
鑑
、
振
込
先

口
座
の
通
帳
、
助
成
対
象
者
の

健
康
保
険
証
（
小
学
４
年
生
か
ら

中
学
３
年
生
ま
で
の
入
院
費
の
助
成

の
み
）、
高
額
療
養
費
・
附
加

給
付
な
ど
の
支
払
決
定
通
知
書

（
該
当
す
る
人
の
み
）

申
請
・
問
い
合
わ
せ
先　

保

険
年
金
課
☎
30-

６
１
３
６
番
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

１
３
９
８
番


